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高井戸小学校及び高井戸第二小学校における放課後等居場所事業の運営形態について 

 

 区では、「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」等に基づき、放課後等居場所事業（以下「居

場所事業」という。）について、地域団体等が類似事業（放課後こども教室）を実施している一部

の学校を除き、令和９年度までにすべての小学校に段階的に拡充することとしています。 

令和９年度から高井戸小学校及び高井戸第二小学校（以下「両校」という。）において開始予定

の居場所事業については、当初運営を委託する予定であった社会福祉法人福音寮（以下「福音寮」

という。）から受託を辞退する申し出がありました。 

このことを受け、令和９年度以降の運営形態について検討してきた結果、居場所事業の開始当

初の円滑な運営を確保するため、当面の間、区が実施主体となり、区直営で実施することとしまし

たので、報告します。 

 

１ 両校における居場所事業の実施について 

（１）基本的な考え方 

居場所事業の全校実施に当たっては、区として居場所事業の運営ノウハウの蓄積を図り、事

業者へ適切な助言や指導ができるよう、将来的に区内全７地域でそれぞれ１校ずつ、計７校で

直営による運営を行うほか、同一校で学童クラブを利用する児童への一体的な対応を図る観点

から、既に委託学童クラブを学校内又は学校近接地に設置している学校については、同一事業

者に委託するなど、相互の情報共有と連携を通じて、居場所事業全体の質の維持向上を図るこ

ととしている。 

（２）両校における居場所事業の運営形態 

両校の居場所事業と学童クラブを異なる運営主体が実施する場合、居場所事業と学童クラ

ブが合同で実施する行事の運営方法や、両事業を利用する児童が合同で活動する際の事故等へ

の対応及び責任の分担など、運営上の課題が生じることが想定される。 

こうした課題を踏まえて検討した結果、令和９年度以降の居場所事業の運営については、

当面の間、学童クラブや近隣児童館との連携が図りやすい区直営で実施することとし、両事業

間の円滑な連携を確保するため、運営主体間の連携に係る基本ルールや役割分担を整理すると

ともに、近隣児童館との連携の仕組みの構築を図ることとする。 

  【参考】両校で実施する居場所事業と学童クラブの運営形態 

事業 令和８年度 令和９年度 

居場所事業 ― 区直営 

学童クラブ 福音寮へ委託 福音寮へ委託 

２ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年７月～ 両校の関係者へ周知、居場所事業開始に向けた準備を開始 

令和９年４月 両校で居場所事業を開始 

 



放課後等居場所事業　運営主体別一覧
別紙

学童クラブと同一事業者
公募型

プロポーザル
適格性の審査

1 杉並第一
当面の間、地域団体（す
ぎっ子くらぶ）が運営、当
該団体との協議を継続

2 杉並第二 実施(社会福祉法人福音寮)

3 杉並第三 実施(株式会社東急キッズベースキャンプ)

4 杉並第六 R9

5 杉並第七 実施(社会福祉法人福音寮)

6 杉並第九 実施(株式会社明日葉)

7 杉並第十 R9

8 西田 実施（株式会社マミー・インターナショナル）

9 東田 実施(社会福祉法人福音寮)

10 馬橋 R9

11 桃井第一 実施(株式会社マミー・インターナショナル)

12 桃井第二 実施(社会福祉法人福音寮)

13 桃井第三 実施(株式会社日本デイケアセンター)

14 桃井第四 実施（株式会社明日葉）

15 桃井第五 実施(社会福祉法人福音寮)

16 四宮 R8

17 荻窪 R9(株式会社子どもの森)

18 井荻 実施(株式会社マミー・インターナショナル)

19 沓掛 実施(株式会社マミー・インターナショナル)

20 高井戸 R9

21 高井戸第二 R9

22 高井戸第三 実施(社会福祉法人福音寮)

23 高井戸第四 実施（株式会社明日葉）

24 松庵 R8

25 浜田山 実施(労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団)

26 富士見丘 実施(株式会社こどもの森)

27 大宮 実施(労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団)

28 堀之内 R9

29 和田 R8

30 方南 R9

31 済美 実施(労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団)

32 八成 実施(株式会社マミー・インターナショナル)

33 三谷 実施（株式会社明日葉）

34 松ノ木 実施(社会福祉法人福音寮)

35 高井戸東 R9

36 久我山 実施(労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団)

37 天沼 R9

38 永福 実施(株式会社東急キッズベースキャンプ)

39 新泉・和泉 実施(社会福祉法人福音寮)

40 高円寺 実施(株式会社東急キッズベースキャンプ)

※「R9」:令和9年度から居場所事業を開始する小学校。カッコ内は委託先。

学童クラブと同一事業者
公募型

プロポーザル
適格性の審査

～R8 29 3 23 3 ―

R9 10 5 1 3 1

累計 39 8 24 6 1

№ 対応小学校

運営方式
※

その他
(放課後子ども教室)直営

委託

その他
(放課後子ども教室)

杉並第一小学校について
は、当面の間、地域団体
（すぎっ子くらぶ）が運営

年度 実施校数
直営

委託
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